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秋田県公報
　　　告　示
　○秋田県容器包装廃棄物の分別収集の促進に関する計画（第６期）の公表（１５２・環境整備課）………………１

秋田県告示第152号
　容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第112号）第９条第１項の規定により、
秋田県容器包装廃棄物の分別収集の促進に関する計画（第６期）を次のとおり定めたので、同条第５項の規定に基づ
き、公表する。
　平成23年３月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
秋田県容器包装廃棄物の分別収集の促進に関する計画（第６期）
１　計画策定の意義
　　本県では、循環型社会の構築を目指し、その指針となるべき第２次秋田県廃棄物処理計画を平成18年４月に策定し
ました。
　　平成14年５月に策定した第１次計画をベースに、これまでの社会経済システムやライフスタイルの変化に対応して
内容を見直し、第２次計画では３Ｒ（Reduce：発生抑制、Reuse：再使用、Recycle：再生利用）を基本とした廃棄
物の減量化及びリサイクルを一層進める必要があるとしています。さらに具体的な行動指針として、一般廃棄物につ
いては排出量を22％削減し、リサイクル率を15.6％から24.1％へ向上させ、最終処分量を半減させるという目標（平
成11年度に対する平成22年度までの目標）を設定しています。しかしながら、平成21年度のリサイクル率は17.2％と
目標値を大きく下回っており、分別の徹底や再資源化の更なる取り組みを進める必要があります。
　　容器包装廃棄物については、家庭ごみの容積比で約６割、重量比で約２～３割を占めており、かつ、再生資源とし
ての利用が可能であることから、各市町村等においては、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する
法律（以下「容器包装リサイクル法」という。）」第８条の規定に基づく分別収集計画を策定し、それに従い計画的
な分別収集を実施しています。
　　容器包装リサイクル法では、容器包装廃棄物について、消費者は分別して排出し、市町村が分別収集し、製造・販
売事業者は再商品化することで、廃棄物の削減に取り組むことを義務付けています。
　　容器包装リサイクル法は平成12年４月から施行されており、施行後10年を経過し、この間に生じた一般廃棄物の排
出量の高止まり、容器包装リサイクルのコスト増加などの課題に対応するため、平成18年に一部が改正されました。
この改正において、レジ袋対策等による排出抑制の促進、事業者が市町村に資金を拠出する仕組み等による質の高い
分別収集・再商品化の推進、そのほか、事業者間の公平性の確保、円滑な再商品化などに取り組むこととしていま
す。
　　このような状況を踏まえ、容器包装リサイクル法第９条の規定に基づき、平成20年３月に策定した第５期の秋田県
容器包装廃棄物の分別収集の促進に関する計画（以下「秋田県分別収集促進計画」という。）の見直しを行いまし
た。見直し後の計画は、分別収集品目及び収集量の向上による各市町村の目標を示しており、消費者及び事業者とと
もに連携して、分別収集を確実に促進するためのものです。
２　基本的方向
　　第６期の秋田県分別収集促進計画を実施するに当たっての基本的方向は、次のとおりです。
　⑴　容器包装廃棄物の排出を抑制するとともに、積極的に分別収集及び再商品化を促進し、さらに、再商品化をして
得られた物についてその積極的な利用に努め、全体の調和を図りながら、これらを推進していきます。

　⑵　消費者は分別排出、市町村等は分別収集、事業者は再商品化という適切な役割分担の下、容器包装廃棄物の分別
収集及び分別基準適合物の再商品化が実施されるよう、それぞれの積極的な参加を促進します。

３　計画期間
　　第６期の秋田県分別収集促進計画の計画期間は、平成23年４月を始期とする５年間とし、容器包装リサイクル法第
９条第１項に基づき３年ごとに計画の内容の見直しを行います。
４　対象品目
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　　第６期の秋田県分別収集促進計画は、容器包装廃棄物のうち市町村等が容器包装リサイクル法第10条の規定に基づ
き分別収集を実施するガラス製容器（無色、茶色、その他の３色に分別）、飲料用紙製容器包装、段ボール製容器包
装、その他の紙製容器包装、ペットボトル、その他のプラスチック製容器包装（白色トレイのみを分別収集すること
も可能）、スチール製容器包装及びアルミニウム製容器包装を対象とします。
５　県内の容器包装廃棄物について、各年度における市町村別の排出量の見込み及び当該排出見込量を合算して得られ
る量（容器包装リサイクル法第９条第２項第１号）
　　別表１のとおり
６　県内において得られる分別基準適合物について、各年度において得られる特定分別基準適合物ごとの市町村別の量
の見込み及び当該見込量を合算して得られる各年度における特定分別基準適合物ごとの量（容器包装リサイクル法第
９条第２項第２号）
　⑴　商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって無色のものに係る分別基準適合物
　　　別表２⑴のとおり
　⑵　商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって茶色のものに係る分別基準適合物
　　　別表２⑵のとおり
　⑶　商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって無色又は茶色のもの以外のものに係る分別基準適合物
　　　別表２⑶のとおり
　⑷　商品の容器包装のうち、主として紙製のものであって飲料用紙製容器包装又は段ボール製容器包装以外のものに
係る分別基準適合物

　　　別表２⑷のとおり
　⑸　商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のもの（飲料又はしょうゆを充てんするためのもの
に限る。）に係る分別基準適合物

　　　別表２⑸のとおり
　⑹　商品の容器包装のうち、主としてプラスチック製のものであってポリエチレンテレフタレート製容器以外のもの
（白色トレイを除く。）に係る分別基準適合物

　　　別表２⑹のとおり
　⑺　商品の容器包装のうち、主としてプラスチック製のものであってポリエチレンテレフタレート製容器以外のもの
のうち白色トレイに係る分別基準適合物

　　　別表２⑺のとおり
７　県内において得られる容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物について、各年度におけ
る市町村別の量の見込み及び当該見込量を合算して得られる量（容器包装リサイクル法第９条第２項第３号）
　⑴　主として鋼製の容器包装に係る物
　　　別表３⑴のとおり
　⑵　主としてアルミニウム製の容器包装に係る物
　　　別表３⑵のとおり
　⑶　主として段ボール製の容器包装に係る物
　　　別表３⑶のとおり
　⑷　主として紙製の容器包装であって、飲料を充てんするための容器（原材料としてアルミニウムが利用されている
もの及び主として段ボール製のものを除く。）に係る物

　　　別表３⑷のとおり
８　分別収集の促進に関する事項（容器包装リサイクル法第９条第２項第４号）
　　県内においてペットボトルは全ての市町村で分別収集が実施されています。さらに、ガラス製容器は現在でも８割
以上の市町村で分別収集が実施されていますが、本計画では全ての市町村が分別収集を実施することとしています。
また、これまで分別収集実績の少なかったプラスチック製容器や紙パックについても、今後は増加することが見込ま
れています。今後も市町村に対し、分別収集の実施に係る積極的な技術的支援を行っていきます。
　⑴　容器包装廃棄物の排出の抑制及び分別収集の促進の意義に関する知識の普及に関する事項
　　ア　啓発普及活動
　　　　循環型社会づくりへの取組を広く喚起するため、特定非営利活動法人環境あきた県民フォーラムをはじめとす

る民間団体による活動への支援、あきたエコ＆リサイクルフェスティバル、環境あきた県民塾の開催等を通じ
て、廃棄物の減量化及びリサイクルに関する啓発普及活動を実施します。

　　イ　実践活動
　　　　買い物袋持参運動及びグリーン購入促進運動の推進、リサイクル製品認定制度の周知及び活用等、廃棄物の減

量化及びリサイクルに関する実践活動を展開します。
　⑵　県内の市町村相互間の分別収集に関する情報の交換の促進に関する事項　
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　　　秋田県分別収集促進計画を円滑に推進していくためには、市町村相互間の情報交換や連携が必要となります。そ
のため、市町村等に対し国の最新の動向並びに廃棄物のリサイクル及び適正処理に関する情報交換の機会を提供す
るとともに、市町村分別収集計画に基づく分別収集の品目ごとの実施状況及び収集体制の実態を把握しながら、各
市町村と連携を図り、分別収集を促進します。また、特に本県においてリサイクルが進んでいないプラスチック製
容器包装に関する情報提供や技術的支援を行っていきます。

　⑶　その他の分別収集の促進に関する事項
　　ア　リサイクルセンターの整備促進
　　　　平成11年度に策定した秋田県一般廃棄物リサイクル拠点施設整備構想を踏まえ、市町村合併の状況に応じて、

資源化施設、ストックヤード等容器包装リサイクルに必要な関連施設の整備を促進します。
　　イ　環境保全活動への支援
　　　　環境あきた県民塾等を通じて各地域におけるリサイクル推進活動の担い手を育成するとともに、地域ごみゼロ

推進会議の活動への支援等を通じてリサイクルの推進に向けた団体、企業、自治体等の連携の充実及び強化を促
進します。

　　ウ　リサイクル産業の活性化の推進
　　　　県及び市町村における認定リサイクル製品の優先的な使用、各種支援制度の活用等を通じて、県内リサイクル

関連産業の育成及び活性化を推進します。
　　エ　率先活動の実践等
　　　　県では、国際規格であるＩＳＯ14001の認証を取得していたことによる経験を生かし、県独自の環境マネジメ

ントシステムである「あきたエコマネジメントシステム」を構築しました。このマネジメントシステムに基づ
き、エコマーク認定商品の購入並びに廃棄物の分別により、廃棄物の排出量の削減及び再生利用を率先して進め
るほか、あきた環境優良事業所認定制度（秋田版ミニＩＳＯ）の普及支援等を通じて民間事業所の廃棄物の減量
化及びリサイクルへの取組を促進します。また、市町村に対してもこうした取組を率先して進めるよう働きかけ
ます。

　　オ　民間で行われているリサイクル状況の把握等
　　　　民間主導で行われている一般廃棄物のリサイクル状況等について実態調査を行い、本県におけるリサイクルの

正確な情報を把握します。また、その結果を市町村に情報提供し、ごみの減量化やリサイクルに関する施策に反
映させるよう働きかけます。
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